
令和元年度
週休２日制に関する取り組み 【四国地方整備局】

（週休2日・現場閉所の試行工事の運用について）
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週休２日制に関する取り組み 【四国地方整備局】

週休２日・現場閉所工事の試行

○ 発注者指定方式

発注者が、週休２日（４週８休以上）に取り組むことを指定する方式

受注者が、工事着手前に、発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議した上で取り組む方式

○ 受注者希望方式

対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

□ 週休２日の実施とは・・・

本官工事は、発注者指定方式を基本
分任官工事でも、全国企業が参加する工事等※１は原則発注者指定方式で実施。
また、発注者指定方式は原則「重点モデル工事※2 」として実施。
上記以外は受注者希望方式を基本として実施。

※1：①一般土木Ｂ、舗装Ａ、鋼橋上部Ａ、ＰＣ等の全国企業が参加する工事
②地元企業向けで適性工期が確実に確保できる工事

※2：重点モデル工事とは、契約後に事務所にて「重点モデル工事プロジェクト」を設置し、週休2日（4週8休以上）の
実施にあたって工程に支障となる案件の解決に向けて、発注者が積極的に支援を行う工事

令和元年度は、「発注者指定方式」、「受注者希望方式」あわせて、実施目標を５０％以上として設定。
また、受注者希望方式「重点モデル工事」を35件を目標に選定する。

□ 発注・実施目標

令和元年７月８日以降入札手続き（公告）開始工事令和元年度

定義
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週休２日制に関する取り組み 【四国地方整備局】

○ 対象期間

対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率※」という）が、28.5%（８日/２８日）以上の水準に達する
状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

※ 現場閉所率（％）＝現場閉所日／対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施

している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など
は含まない。

○ ４週８休以上

現場事務所での事務作業（内業）を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

（現場作業としてあつかわない例）
巡回パトロール、保守点検、見学会、地元協議対応、災害対応など監督職員が認めたもの 等々

○ 現場閉所

○ 対象工事について

平成３１年４月１日以降に入札手続を開始する工事。 但し、以下の工事は除く

 「契約工期が6ヶ月(180日)未満の工事」
 「全体工期のうち現場施工が3ヶ月（約90日）未満の工事（工場製作期間等が工期の大半を占める工事）」
 「路面維持工事など指定工種を含む維持工事」
 「社会的要請等により早期の工事完成が必要な工事」
 「工事発注後に施工時間や施工方法への新たな制約が予想される工事」
 「緊急対応作業が含まれる標準的な作業でない工事」
 「平成３０年３月３１日までに入札手続を行った工事」

その他定義
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週休２日制に関する取り組み 【四国地方整備局】

週休２日・現場閉所工事の試行

○週休２日制に取り組む際の必要経費の計上 （補正係数）

週休２日（４週８休以上）の確保に取り組む工事において、対象期間中の現場の閉所状況に応じて、以下のとおり、
それぞれの経費に補正係数を乗じるものとする。

■発注者指定方式： 当初予定価格に、①．4週8休以上達成を前提とした補正係数により各経費等に計上済み。
↓

①．4週8休に満たない場合は減額変更。

■受注者希望方式： 当初計上しない。
↓

①．4週8休以上 、②．4週7休以上4週8休未満、③．4週6休以上4週7休未満の
達成状況確認後に、各経費を補正し変更する。

○補正方法

項目
4週6休以上
4週7休未満

4週7休以上
4週8休未満

4週8休以上

労務費 1.01 1.03 1.05

機械経費（賃料） 1.01 1.03 1.04

共通仮設費率 1.01 1.03 1.04

現場管理費率 1.02 1.04 1.05

①．4週8休以上 ：
現場閉所率が、28.5% (8日/28日)以上

②．4週7休以上4週8休未満：
現場閉所率が、25.0% (7日/28日)以上、28.5%未満

③．4週6休以上4週7休未満：
現場閉所率が、21.4% (6日/28日)以上、25.0%未満

平成３０年４月１日以降入札手続き（公告）開始工事令和元年度

※ 赤字記載項目は、平成30年度新規追加、設定項目

積算 平成30年度から変更なし

4



日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3 4 5 6 7

工事
着手日

現場
閉所

8 9 10 11 12 13 14

現場
閉所

現場
閉所

現場
閉所

15 16 17 18 19 20 21

現場
閉所

現場
閉所日

現場
閉所日

現場
閉所

22 23 24 25 26 27 28

現場
閉所

現場
閉所

現場
閉所

29 30 31

現場
閉所

工事
完了日

【現場閉所】
現場事務所での事務作業（内業）を含めて１日を通して
現場や現場事務所が閉所された状態をいう。
（雨天や天候による閉所も含まれる。）

○週休２日実施の確認例（発注者による確認）

〔 参考例 〕

工期：２７３日（夏季休暇3日、年末年始6日含む）

○工期内の対象期間における、現場閉所日数を確認。

対象期間：工期【２７３日】－工事着手前の日数【１０日】－

夏季休暇【３日】－年末年始等【６日】 ＝２５４日

算定例１：現場閉所日【８０日】の場合＝８０日／２５４日

３１．４％ ≧ ２８．５％∴４週８休以上

算定例２：現場閉所日【６９日】の場合＝６９日／２５４日

２７．１％ ≦ ２８．５％ ≧ ２５．０％∴４週７休

算定例３：現場閉所日【５４日】の場合＝５４日／２７３日

１９．７％ ＜ ２１．４％∴４週６休未満(補正なし)

※現場閉所率は小数第1位までとし、小数第2位を四捨五入とする。

確認イメージ例（一部）

※ 黒字は計画、赤字は変更箇所

週休２日制に関する取り組み 【四国地方整備局】

変更 変更

工期内において、現場閉所日数を確認できる資料（エク
セル表等）で確認する。受注業者の既存資料等（工程表
や休日等の記録資料等）より、現場閉所日の実績日数を
確認し、対象期間より現場閉所率を算出する。

確認 平成30年度から変更なし
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成績（土木工事成績評定）

週休２日制に関する取り組み 【四国地方整備局】

工事完成時に現場閉所による週休２日（４週８休）が受注者の責により確保出来ない場合は、実施状況に応じ
「考査項目別運用表 別紙－２④．７法令遵守等 ８．その他」において減ずる措置を行う。

発注者指定方式

受注者希望方式

工事完成時に現場閉所の状況を確認後、4週８休に満たない場合においても、減点評価は行わない。

「働き方改革及び週休２日に係る工事成績評定の取り扱いについて」（平成３０年４月２５日付企画部技術調整管
理官）による。
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週休２日制に関する取り組み 【四国地方整備局】

○ 週休２日の取組について、「設計変更協議会」の活用もしくは同メンバーにより、週休２日達成に向けて、積極的
に取り組むための体制を平成３０年度より構築済み。

○ 今後、更なる取り組みの充実を図ることを目的とし、受注者から工期延期等申し出があった場合には、
初回から事務所幹部が入った「工期変更等調整会議」の設置を行い、受注者から直接事務所幹部に協議出来る
体制を構築し、迅速な意思決定を行うものとする。

【取組内容】

■取組計画の確認：現場閉所日の計画及び実施状況の確認

■工程進捗に関する情報共有：工程進捗に関わる課題調整、

クリティカルパス等の確認

■課題解決に向けた対策検討：課題事項に関する実施対応者、

実施時期などを明記し、進捗状況を確認

■工期変更に関する協議

「重点モデル工事プロジェクト」（案）

【構成と出席者】

■ 工事受注者：現場代理人、監理技術者、担当技術者 等

■ 発注者：技術副所長、工事発注担当課長、主任監督員 等

【開催頻度】

■ 月1回開催を目安に、調整事項に合わせ実施

■ 工期変更の必要が生じた場合

工
事
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現
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所
・出
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課

事
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当

【今後】
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当

※
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張
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発
注
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課

※

工期変更等調整会議（※２）

＜工期変更における情報の流れ＞

※1

※1

詰
所
・出
張
所※1

※1

※2：事務所判断を仰ぐ場合は、「工期変更等調整会議」を開催し、迅速な意思決定を実施

工期変更等調整会議の設置 【新規】
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平成３２年度

週休２日工事の実施企業評価 【四国地方整備局】

○ 四国地方整備局発注の週休2日工事において、取り組み達成を行った受注業者に対して
成績評定通知時に「履行証明書」を交付【平成31年4月1日以降に公告した工事を対象】

○ 令和２年度の総合評価から、「履行証明書」を提出された企業の加点評価を行う

● 平成３１年４月１日以降に公告した工事で、週休2日を
達成したすべての工事が対象。

● 工事が完成し、週休2日の達成※を確認後、成績評定
通知時に「履行証明書」を交付。

※   「4週8休以上」 、「4週7休以上4週8休未満」、 「4週6休
以上4週7休未満」の達成状況により、証明書を交付

交付基準

● 履行証明書の有効期限は、交付日から１年間有効。

● 令和２年度の総合評価から、全ての工事の加点評価を実施。

週休2日履行証明書の交付と加点評価

週休2日履行証明書交付の取り組み 【新規】

1年間有効
交付日契約

週休2日工事

【企業評価 ： 週休2日】

週休2日達成状況に応じて、
最大3点の加点評価

・ 4週8休以上
加点評価 3点

・ 4週7休以上、4週8休未満
加点評価 2点

・ 4週6休以上、4週7休未満
加点評価 1点

平成３１年度

◆ 企業評価 （その他企業評価）で加点＜証明書＞

達成状況
を記載

評価の視点 評価項目 評価点

そ
の
他
企
業
評
価

災害時等の対応
災害時の事業継続力に係る評価 5

災害時の復旧支援体制 5

地理的条件

地理的条件（営業拠点） 5

地理的条件（四国島内製作工場の有無） 10

AS舗装施工体制 5

作業船
工事で使用する作業船の保有 5

環境負荷の低い作業船の使用 5

ICT技術の活用 ICT技術の全面的活用 5

情報化施工技術の活用 情報化施工技術の活用 5

週休2日工事の実績 週休2日履行証明書の評価 最大３

技能者等の活用
登録基幹技術者の活用 5

特殊技術者の活用 5

総合評価

総合評価の加点評価
公告
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週休２日に関する取り組み【四国地方整備局】

○建設業の働き⽅改⾰を推進し、休⽇確保に向けた環境整備とし、新たな取り組みとして試⾏

■補正対象は、労務費とし、現場に従事した全ての技術者、技能労働者の休⽇確保状況に応じて変更時に補正する。
※対象となる技術者及び技能労働者は、対象⼯事に１ヶ⽉以上従事する者とする。

休⽇率 4週6休以上7休未満
(21.4%以上25.0%未満)

4週7休以上8休未満
(25.0%以上28.5%未満)

4週8休以上
(28.5%以上)

労務費 1.01 1.03 1.05

四国地⽅整備局

積算⽅法（補正係数）
■平均休⽇率
・対象者ごとに、休⽇⽇数の割合（＝当該⼯事における休⽇⽇数／⼯期⽇数※）を算出
※下請けの場合、⼯期⽇数は施⼯体制台帳上の⼯期から設定
・全対象者の「休⽇⽇数の割合」を平均化

業者 氏名 工期日数 休日日数 休日日数の割合 平均

Ａ建設 ●● 300 90 30.0%

■■ 300 80 26.7%

◆◆ 300 84 28.0%

▲▲ 300 90 30.0%

Ｂ建工（一次下請け） ○○ 200 60 30.0%

□□ 200 65 32.5%

Ｃ電設（二次下請け） ×× 100 25 25.0%

28.9%

28.5%以上のため
４週８休以上

を達成

休⽇率の算出例

対象⼯事 ○維持⼯事（⼟⽇・祝⽇等の休⽇に作業が必要となる通年維持⼯事）
※契約済みの維持⼯事（複数年維持含む）も対象とすることができる

○災害復旧⼯事（社会的要請により休⽇確保が困難な⼯事）
●四国地⽅整備局管内では令和元年度４件の維持管理⼯事に試⾏を実施

週休2日交替制モデル工事の試行 【新規】
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